
 

 

ふじみ野市誕生２０周年記念事業 

キャッチフレーズ・シンボルマーク募集要項 

 

１ 目 的   

ふじみ野市は、令和７年１０月に誕生２０周年の節目を迎えます。 

「ふじみ野市誕生20周年記念事業」は、この２０年間ふじみ野市を共に支え、共に創

り上げてきた市民等と共に２０周年をお祝いし、喜びを分かち合い、そして今後のさら

なる発展への契機とすることを目的としたものです。この事業では幅広い市民の参加を

実現できる事業を目指し、令和７年度における各種記念事業への取り組みを進めていま

す。今後この各種記念事業を通じて、市内外に改めてふじみ野市の魅力を積極的にＰＲ

していきます。 

そこで、今回各種記念事業の一環として、市民をはじめとする多くの皆さんがふじみ

野市を親しんで魅力をＰＲし、20周年の節目を市全体で盛り上げていくために、キャッ

チフレーズおよびシンボルマークを募集します。  

 

２ 応募資格  

市内に在住・在勤・在学している方  

 

３ 募集期限  

令和６年８月３０日（金）【必着】  

 

４ 募集内容  

ふじみ野市誕生２０周年を印象付け、各種記念事業を効果的にＰＲするキャッチフレ

ーズとシンボルマーク。 

※どちらか一方の応募でも結構です。 

 

５ ふじみ野市誕生２０周年記念事業推進のコンセプト 

(1) 共に支え共に創り上げてきたふじみ野市への誇りを分かち合う。 

(2) 「住みやすく」「あったかいまち」ふじみ野市への愛着の醸成を図る。 

(3) 市民、行政等の一体感醸成を育み、まちづくりの機運醸成を図る。 

(4) 人と人が繋がり地域が繋がる幅広い参加を得られるようにする。 

(5) 事業の成果を今後のまちづくりへ向けた持続的効果へと繋げる。 

 

６ 作品の条件  

(1) 【キャッチフレーズ・シンボルマーク共通】 

①上記コンセプトを踏まえたものであること。 

 

(2) 【キャッチフレーズ】 

①ふじみ野市誕生 20周年事業推進コンセプトを踏まえた、ふじみ野市に対する愛着や 



 

未来へのイメージなどを端的に表現したもの。 

②作品は、１人３点までとします。 

③２０文字以内で端的に表現してください。 

④漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号は使用することができます。 

記号やスペースも 1文字と数えます。 

※一般的なパソコンで表現することが困難な文字の使用は不可とします。 

 

(3) 【シンボルマーク】 

①誕生２０周年の各種記念事業で使用することを踏まえて、「ふじみ野市」「２０周年と 

いった文字を使うなど、誕生２０周年であることを印象づけるものであること。 

②作品は、キャッチフレーズ同様 1人 3点までとします。 

③色数は自由としますが、拡大・縮小、単色での使用も考慮してください。 

④サイズは縦横１０センチメートル以内とします。 

⑤シンボルマークにふじみ野市観光協会マスコットキャラクター「ふじみん」を使用す 

る場合、図柄の一部のみの使用はできません。また、イメージを拡大縮小する際は、

縦横等倍でおこなってください。なお、ふじみ野市ＰＲ大使「ふじみん」と入れてく

ださい。 

 

７ 応募方法 

募集期限までに、①住所②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号⑤学生（在学者）は学校

名と学年、在勤者は勤務先と住所⑥作品⑦作品の主旨、意図などの説明（キャッチフレー

ズ・シンボルマークそれぞれ２００字以内）を明記して、持参、郵送、ファクス、電子メ

ールで応募してください。なお、応募用紙は、経営戦略室、出張所、大井総合支所、上福

岡西公民館、ふじみ野ステラ・イースト、ふじみ野ステラ・ウェスト、産業文化センター、

フクトピアに設置しています。また、市ホームページからダウンロードできます。 

 ■用紙での応募 

  応募用紙あるいは応募用紙に準じた様式（Ａ４サイズ）を使用し、必要事項を記入の

上、経営戦略室（本庁舎３階）へ提出してください。 

■電子データでの応募 

 シンボルマークのデータ（ＪＰＥＧ形式またはＧＩＦ形式）と応募用紙あるいは応募

用紙に準じた様式を電子メールにより提出してください（２ＭＢ以内）。 

 

８ 注意事項  

(1) 応募作品は自作かつ未発表の作品に限ります。  

(2) 応募作品・応募用紙は返却しません。 

(3) 応募に関する費用については応募者負担とします。 

(4) 採用作品の著作権等一切の権限は、ふじみ野市に帰属します。また、採用作品はふ

じみ野市において必要に応じて加工等をする場合があります。  

(5) 他の作品の模倣と認められる場合には、採用決定後であっても採用を取り消しま

す。また、類似と認められる作品も採用を取り消しする場合があります。  



 

(6) 作品の知的財産に関わる問題が生じた場合は、全て応募者の責任において解決して

いただくことになります。また、他の作品の知的財産権を侵害する恐れがある場合に

は、採用を取り消す場合があります。  

 

９ 審査・選考及び発表  

応募された作品は、２０周年記念事業における市民企画会議や実行委員会で審査、選

考、最終決定します。なお、同一作品の応募が複数ある場合は、抽選とします。 

審査結果については、令和６年１０月中旬頃に採用作品応募者への通知をするととも

に、市報及び市ホームページで発表します。採用者以外の方は、この公表をもって結果

通知に代えさせていただきます。  

 

10 賞及び副賞等  

 応募された作品の中から各賞を選定し、記念品（ふじみんグッズなど）を進呈します。 

(1) キャッチフレーズ 最優秀賞１点 

優秀賞４点 

(2) シンボルマーク  最優秀賞１点 

優秀賞４点 

 

11 個人情報の取扱い  

応募用紙等に記載された個人情報は、本公募に関連する用途以外には使用しません。  

 

12 応募先・問い合わせ先  

ふじみ野市役所 総合政策部 経営戦略室（本庁舎３階）  

〒３５６－８５０１ 埼玉県ふじみ野市福岡１－１－１  

TEL：０４９－２６２－９０００ FAX:０４９－２６６－６２４５ 

E-mail：seisaku@city.fujimino.saitama.jp 


